
お知らせ

自
動
車
の
急
発
進
抑
制
装
置
整

備
費
を
補
助
し
ま
す

　
高
齢
者
ド
ラ
イ
バ
ー
の
ペ
ダ
ル
踏
み

間
違
い
に
よ
る
交
通
事
故
を
未
然
に
防

止
す
る
た
め
、
後
付
け
の
踏
み
間
違
い

パ
ー
プ
ル
リ
ボ
ン
＆
オ
レ
ン

ジ
リ
ボ
ン
☆
ツ
リ
ー
の
設
置

　
11
月
12
日（
日
）～
25
日（
土
）は
女
性

に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
期
間
で

す
。
ま
た
、
11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推

進
月
間
で
す
。

　
誰
も
が
笑
顔
で
過
ご
す
こ
と
の
で
き

る
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、「
女
性
に

対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
」
の
シ
ン

ボ
ル
で
あ
る
パ
ー
プ
ル
リ
ボ
ン
と
「
児

童
虐
待
防
止
運
動
」
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ

る
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
を
飾
っ
た
「
パ
ー

プ
ル
リ
ボ
ン
＆
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
☆
ツ

リ
ー
」
を
設
置
し
ま
す
。

期
間　
11
月
１
日（
水
）～
30
日（
木
）

場
所　
市
役
所
１
階

問
市
民
課
☎
21
‐
０
２
５
４
／
こ
ど
も

未
来
課
☎
21
‐
０
２
８
８

「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ

ン
」
強
化
週
間

　
岡
山
地
方
法
務
局
と
岡
山
人
権
擁
護

委
員
連
合
会
で
は
、
11
月
15
日（
水
）～

21
日（
火
）を
全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間
と
し
て
い

ま
す
。
夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力

や
ス
ト
ー
カ
ー
な
ど
、
女
性
を
巡
る
さ

ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
に
つ
い
て
相
談
を

受
け
付
け
ま
す
。

日
時　
月
～
金
曜
日
の
午
前
８
時
30
分

～
午
後
７
時
／
土
・
日
曜
日
、
祝
休
日

の
午
前
10
時
～
午
後
５
時

相
談
担
当
者　
法
務
局
職
員
、
人
権
擁

護
委
員

「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
電
話

番
号　
０
５
７
０
‐
０
７
０
‐
８
１
０　

（
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
守
り
ま
す
）

問
岡
山
県
地
方
法
務
局
高
梁
支
局

☎
22
‐
２
３
１
８

急
発
進
抑
制
装
置
を
整
備
す
る
人
を
対

象
に
補
助
事
業
を
実
施
し
ま
す
。

対
象　
次
の
全
て
に
該
当
す
る
人　

①
申
請
時
に
65
歳
以
上　
②
市
内
に
住

所
が
あ
る　
③
運
転
免
許
証
を
保
有
し

て
い
る　
④
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

⑤
暴
力
団
員
で
な
い

補
助
金
額　
自
動
車
急
発
進
抑
制
装
置

の
購
入
や
整
備
に
要
す
る
費
用
の
３
分

の
２
の
額（
上
限
10
万
円
／
補
助
対
象

者
１
人
に
つ
き
１
回
限
り
）

※
補
助
金
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
生

じ
た
場
合
は
切
り
捨
て
ま
す
。
な
お
、

補
助
金
は
予
算
の
範
囲
内
で
の
交
付
に

な
り
ま
す
の
で
、
年
度
内
予
算
が
な
く

な
り
次
第
受
付
を
終
了
し
ま
す
。

補
助
対
象
自
動
車　
対
象
者
が
普
段
か

ら
使
用
し
て
い
る
自
家
用
自
動
車

※
車
検
証
の
所
有
者
、
ま
た
は
使
用
者

の
欄
に
補
助
対
象
者
の
氏
名
と
住
所
の

記
載
が
あ
る
自
家
用
自
動
車

補
助
対
象
装
置　
国
土
交
通
省
の
個
別

性
能
ま
た
は
性
能
認
定
を
受
け
た
装
置

で
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
に
適

合
す
る
も
の
。
詳
し
く
は
国
土
交
通
省

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
市
民
課

☎
21
‐
０
２
５
４

高
齢
者
虐
待
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う

高
齢
者
虐
待
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う

　
高
齢
者
の
尊
厳
を
守
り
、
誰
も
が

　
高
齢
者
の
尊
厳
を
守
り
、
誰
も
が

地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ

地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
る
た
め
に
、
虐
待
に
つ

く
り
を
進
め
る
た
め
に
、
虐
待
に
つ

い
て
一
人
一
人
の
正
し
い
理
解
と
気

い
て
一
人
一
人
の
正
し
い
理
解
と
気

付
き
が
大
切
で
す
。

付
き
が
大
切
で
す
。

　　
「
虐
待
か
な
？
」
と
感
じ
た
ら
通

「
虐
待
か
な
？
」
と
感
じ
た
ら
通

報
や
相
談
を
お
願
い
し
ま
す

報
や
相
談
を
お
願
い
し
ま
す

　

高
齢
者
へ
の
虐
待
防
止
に
関
す

　

高
齢
者
へ
の
虐
待
防
止
に
関
す

る
法
律
で
は
、「
虐
待
を
受
け
た
と

る
法
律
で
は
、「
虐
待
を
受
け
た
と

思
わ
れ
る
高
齢
者
を
発
見
し
た
人

思
わ
れ
る
高
齢
者
を
発
見
し
た
人

は
、
速
や
か
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な

は
、
速
や
か
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ら
な
い
」
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

通
報
す
る
こ
と
で
、
虐
待
を
受
け
て

通
報
す
る
こ
と
で
、
虐
待
を
受
け
て

い
る
人
を
守
る
と
と
も
に
虐
待
を
し

い
る
人
を
守
る
と
と
も
に
虐
待
を
し

て
い
る
人
た
ち
を
救
う
こ
と
に
も
つ

て
い
る
人
た
ち
を
救
う
こ
と
に
も
つ

な
が
り
ま
す
。
虐
待
か
な
？

と
感

な
が
り
ま
す
。
虐
待
か
な
？

と
感

じ
た
ら
速
や
か
に
地
域
包
括
支
援
セ

じ
た
ら
速
や
か
に
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
通

ン
タ
ー
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
通

報
し
た
人
の
個
人
情
報
は
守
ら
れ
ま

報
し
た
人
の
個
人
情
報
は
守
ら
れ
ま

す
。
す
。

※
生
命
の
危
険
が
あ
る
な
ど
緊
急
性

※
生
命
の
危
険
が
あ
る
な
ど
緊
急
性

が
高
い
場
合
は
警
察（
１
１
０
番
）、

が
高
い
場
合
は
警
察（
１
１
０
番
）、

ま
た
は
救
急（
１
１
９
番
）へ
通
報
し

ま
た
は
救
急（
１
１
９
番
）へ
通
報
し

て
く
だ
さ
い
。

て
く
だ
さ
い
。

問問
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎☎
2121
‐
０
３
０
０

‐
０
３
０
０

このような行為は虐待ですこのような行為は虐待です
身体的虐待　�暴力行為などで、身体に傷やあざ、痛みを

与えるような行為
・叩く、つねる
・ベッドに縛りつける　など

心理的虐待　�高圧的な言葉や態度、無視や嫌がらせなど
によって苦痛を与えるような行為

・怒鳴る、ののしる
・意図的に無視する　など

介護・世話　介護や生活の世話を行っている家族が、
の放棄・放任　介護や世話を放棄するような行為

・食事を与えない
・おむつを交換しない
・必要な介護サービスを理由なく受けさせない　など

経済的虐待　�財産や金銭の無断使用や、本人が望む金銭
の使用を理由なく制限するような行為

・日常的に必要な金銭を使わせない
・年金や預貯金を本人の意思に反して使用する
・本人の自宅などを本人に無断で売却する　など

性的虐待　�本人の合意なく性的な行為を行ったり、強要
したりするような行為

・懲罰的に下半身を裸にする
・性行為を強要する　など

マイナンバーカード受け取り時間外窓口マイナンバーカード受け取り時間外窓口

　日時が変更になる場合がありますので、市ウェブサイトを　日時が変更になる場合がありますので、市ウェブサイトを
ご覧いただくか、お問い合わせください。また、身体が不自ご覧いただくか、お問い合わせください。また、身体が不自
由などで外出が困難な人を対象に個別の対応を実施していま由などで外出が困難な人を対象に個別の対応を実施していま
す。電話でご相談ください。す。電話でご相談ください。 問問市民課☎21-0253市民課☎21-0253

　　休日にマイナンバーカードの受け取りができる窓口を市役所休日にマイナンバーカードの受け取りができる窓口を市役所
１階市民課に開設しています。１階市民課に開設しています。

今後の開設日時　11月11日（土）午前10時～正午今後の開設日時　11月11日（土）午前10時～正午

納
め
た
年
金
は
全
て
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
で
す

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
お
よ

び
住
民
税
の
申
告
に
お
い
て
全
額
が
社

会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
令
和
５
年
１
月
１
日
～
令
和
５
年
９

月
30
日
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し

た
人
は
、「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保

険
料
）控
除
証
明
書
」
が
10
月
下
旬
か

ら
11
月
上
旬
に
か
け
て
日
本
年
金
機
構

か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。

※
令
和
５
年
10
月
１
日
～
令
和
５
年
12

月
31
日
に
今
年
初
め
て
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
し
た
人
は
、
令
和
６
年
２
月

上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
社
会
保
険
料
の
控
除
を
受
け
る
た
め

に
は
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
に

そ
の
年
の
１
月
１
日
～
12
月
31
日
に
国

民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
証
明
書
、

ま
た
は
領
収
証
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料

を
納
付
し
た
場
合
も
控
除
の
対
象
に
な

り
ま
す
の
で
、
家
族
宛
て
に
送
ら
れ
た

控
除
証
明
書
を
添
付
し
て
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。

　
ま
た
、「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保

険
料
）控
除
証
明
書
」
を
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
で
受
け
取
る
こ
と
を
希
望
す
る
場

合
は
、
送
付
時
期
ま
で
に
電
子
送
付
希

望
の
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
‐
０
０
３
‐
０
０
４

問
日
本
年
金
機
構
高
梁
年
金
事
務
所

☎
21
‐
０
５
７
０
／
市
民
課
☎
21
‐

０
２
５
２

国土交通省
ウェブサイト

高梁市の市外局番は「0866」です 4Ｒ5 (2023) 10 月5 Ｒ5 (2023) 10 月

短
歌
短
歌　
　
　
　

漸漸
よ
う
や

よ
う
や
く
に
く
に  

歩
き
は
じ
め
し

歩
き
は
じ
め
し  

尊尊ひ
い
ま
ご

ひ
い
ま
ご孫孫
がが  

老
の
手
を
と
り
て

老
の
手
を
と
り
て  

導
き
く
れ
ぬ　
　

導
き
く
れ
ぬ　
　

小小おお

野野のの

は
る
は
る
恵恵ええ

さ
ん（
原
田
南
町
）

さ
ん（
原
田
南
町
）

短
歌
短
歌  　
　
　
　

夫夫つ
ま
つ
ま

ご
こ
ろ

ご
こ
ろ  

口口く
ち
く
ち

に
は
に
は
出出だだ

さ
ね
ど

さ
ね
ど  

よ
ろ
し
く
と

よ
ろ
し
く
と  

吾吾わわ

がが
前前ま
え
ま
え

にに
置置おお

くく  

一一い
っ
ぷ
く

い
っ
ぷ
く服服
の
お
の
お
茶茶ち
ゃ
ち
ゃ　
　
　
　

大大だ
い
だ
い

福福ふ
く
ふ
く

蔦蔦つ
た
つ
た

枝枝ええ

さ
ん（
成
羽
町
長
地
）

さ
ん（
成
羽
町
長
地
）


